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（趣旨） 

第１条 この訓令は、北上市立小中学校管理運営規則（平成３年北上市教育委員会規

則第９号。以下「規則」という。）第35条の規定に基づき、北上市共同学校事務室

（以下「共同学校事務室」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（設置） 

第２条 共同学校事務室は、北上市立黒沢尻西小学校に設置する。 

 （組織） 

第３条 共同学校事務室は、北上市立小中学校の事務職員（事務職員が配置されてい

ない学校にあっては、学校に係る事務（以下「学校事務」という。）を担当する職

員をいう。）（以下「構成員」という。）をもって構成する。 

２ 規則第35条第３項に規定する推進室として、東部推進室、北部推進室、南部推進

室及び西部推進室を置く。 

３ 前項の各推進室が所掌する学校は、次の表のとおりとする。 

推進室名 所掌する学校 

東部推進室 黒沢尻東小学校、黒沢尻西小学校、東桜小学校、北上中学校及び

東陵中学校 

北部推進室 黒沢尻北小学校、二子小学校、更木小学校、上野中学校及び北上

北中学校 

南部推進室 南小学校、鬼柳小学校、いわさき小学校、和賀東小学校、南中学

校及び和賀東中学校 

西部推進室 飯豊小学校、江釣子小学校、和賀西小学校、笠松小学校、飯豊中

学校、江釣子中学校及び和賀西中学校 

４ 規則第35条第４項に規定する事務は、次の各号に掲げる事務とする。 

(1) 教職員に係る児童手当等の支給に関する事務 

(2) 財務に関する事務 

(3) 事務職員の資質向上及び人材育成に関すること 

(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められる事務 

 （職務） 

第４条 規則第35条第２項に規定する総括室長並びに同条第３項に規定する推進室長

及び副推進室長の職務は、別表のとおりとする。 

（任命等） 

第５条 総括室長は、構成員のうちから教育委員会が任命する。 



２ 総括室長は、推進室長を兼ねることができる。 

３ 総括室長に事故あるときは、教育長が指名する者がその職務を代理する。 

４ 推進室長及び副推進室長は、各推進室の構成員のうちから教育委員会が任命する。 

 （専決事項） 

第６条 推進室長が専決できる事項は、教育長の権限に属する事務の委任規程（平成

13年北上市教育委員会教育長訓令第１号）第２条に規定する事務とする。 

（共同学校事務室推進協議会） 

第７条 学校事務の共同処理を円滑に実施するため、北上市共同学校事務室推進協議

会（以下「協議会」という。 ）を置く。 

２ 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

(1) 共同学校事務室の総括室長 

(2) 各推進室の推進室長及び副推進室長 

(3) 校長及び副校長のうち、教育長が指名する者 

(4) 学校教育課長 

３ 協議会に会長を置き、学校教育課長をもって充てる。 

４ 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、次の各号に掲げる事項について協議

する。 

(1) 共同学校事務室に係る運営及び業務に関すること 

(2) 学校事務の効率化に関すること 

(3) 共同処理による学校の管理運営の支援に関すること 

(4) その他学校事務の処理の効率化に関すること 

（庶務） 

第８条 共同学校事務室に係る庶務は、学校教育課で処理する。 

 （補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

  



別表（第６条関係） 

職 区分 職務内容 

総括室長 共同学校事務室の経営

に関すること 

共同学校事務室の業務における総括整理 

共同学校事務室運営計画の策定 

共同学校事務室の構成員への必要な指導及び

指示 

共同学校事務室の組織編制及び役割分担の決

定 

各推進室長及び副推進室長の教育委員会への

内申 

連絡調整に関すること 共同学校事務室内の連絡調整 

教育事務所、教育委員会及び校長会等との連

絡調整 

推進室長 共同学校事務室の経営

に関すること 

総括室長の職務の補佐 

共同処理する事務に係る調整 

推進室の経営に関する

こと 

推進室内の総括整理 

共同学校事務室の業務における必要な審査、

点検及び調整 

推進室運営計画及び参集処理計画書の策定 

副推進室長及び構成員の人材育成 

連絡調整に関すること 推進室内の連絡調整 

総括室長及び他の推進室との連絡調整 

副推進室

長 

推進室の経営に関する

こと 

推進室長の職務の補佐 

推進室の運営 

推進室の庶務 

 


